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政 策 評 価 結 果 書

平成１４年３月２９日

（最終改訂同年７月１０日）

経営局経営政策課長

政策分野 農業者年金制度

政策分野主管課 経営局経営政策課

関 係 課 該当なし

１ 目標値（目標年度）

加入者 ２９万人（平成１８年度）

〈目標値算定の考え方〉

新制度発足から５年後の加入者の見込みを目標として設定

２ 評価結果

（１）有効性評価

13年度実績 －

達 成 状 況 －％

達成ランク －

所 見

新制度は、平成１４年１月から施行されており、評価は、平成１４年度から

行うこととしている。

本年度は、新しい農業者年金制度への円滑な移行を図るため、現行加入者を

中心に新制度への加入の働きかけを行った。

特に、平成１４年１～３月を加入推進の取組期間として、農業者年金基金、

関係団体と一致協力し、農業委員会及びＪＡ系統等の現場段階で活用できる資

料の作成･提供等を行った。

その結果、平成14年１月現在で５２千人余りが新規加入している。

（２）必要性評価

農業者年金制度は、農業構造の変化や年金財政の悪化等のため、抜本的な改革

が行われ、国民一般が納得し得る食料･農業･農村基本法の理念に即した政策年金
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として再構築された。

新しい農業者年金制度は、担い手の確保を政策目的としており、その実現に必

要な農業者の生涯所得の充実、農業の職業としての魅力の向上を図る上で、必要

不可欠な制度である。

３ 改善の方向

今後更に、旧制度加入者に対する加入促進の取組を強化するとともに、旧制度未

加入者に対しても、加入促進のため、制度のＰＲに努めることが必要である。
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政 策 評 価 シ ー ト

政策分野 農業者年金制度

政策分野主管課 政策分野主管課：経営局経営政策課
及び関係課 関 係 課：該当なし

目 標 目標年度 平成１８年度

目 標 値 加入者数（新制度） 現状値 加入者数（現行制度）
２９万人 ２６万人

（平成１２年度末）

サブ指標 現状値

関係者が取り組 農業者年金基金、業務受託機関（農業委員会、ＪＡ系統）を通じた、加入
むべき課題 対象者への新制度の周知活動の推進。

目 年 度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度
標
に 目 実績値
係 標
る 値
各
年 達 成 単年度 ％ 単年度 ％ 単年度 ％ 単年度 ％
度 ％
の 状 況 累 計 ％ 累 計 ％ 累 計 ％ 累 計 ％
実
績 サ 実績値
値 ブ
及 指
び 標
達 値
成 達 成 単年度 ％ 単年度 ％ 単年度 単年度 ％
状 ％ ％
況 状 況 累 計 ％ 累 計 ％ 累 計 ％ 累 計 ％

目標値と実績値の推移

（達成状況のグラフを記入すること）
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平成１４年１月１日から施行された新しい農業者年金制度
達成状況に対す への円滑な移行を図るため、現行加入者を中心に新制度への
るコメント １３年度 加入の働きかけを行い、１月～３月を加入推進の取組期間と

して、農業者年金基金、関係団体と一致協力し、農委及びＪ
Ａ系統の現場段階で効果的に活用できる資料の作成・提供、
効果的な広報活動の展開等を内容とする特別対策を推進し
た。その結果、５２千人余り（H14.1月末現在）の新規加入
を得たところであり、１４年度においても加入推進の取組を
検討している。
なお、今回の制度改正により加入要件の緩和を図ったこと
から、転職して新たに就農した人たちも容易に加入できるよ
うになった。

１４年度

１５年度

１６年度

１７年度

１８年度

参考指標 目標値の過去の実績値

平成１４年１月１日から新制度が施行されるため該当なし

（参考）現行制度における過去の実績値
（ 、 ）年度末 単位：人

年 度 ８ ９ １０ １１ １２

加入者数 340,477 313,796 293,867 275,745 258,452

（注）現行制度は、一定の規模要件を満たす者は当然加入であったが、新
制度は任意加入となるなど、加入要件を緩和した。

サブ指標値の過去の実績値
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政策分野及び政策目標値算出の考え方

政策分野 農業者年金

目標年度 平成１８年度

目 標 値 加入者数 ２９万人

上位計画

目標年度 平成 年度

目 標 値

〔政策分野の全般的考え方〕

農業者年金については、農業構造の著しい変化及び年金財政の悪化等のため、制度の抜本的
な改革を行い、国民一般が納得しうる食料・農業・農村基本法の理念に即した政策年金として
担い手の確保を政策上の目的とする新しい制度に再構築した。
このため、農業者年金の定着状況を評価するため、本制度を政策分野として設定した。

〔政策分野の目標設定の考え方〕

農業者年金制度は、農業者の生涯所得の充実を図り、農業を職業として選択し得る魅力ある
ものとすることにより、農業の担い手を確保することを政策目的としている。
その政策目的を実現するためには、現行加入者を中心に、新制度の基本的な仕組み、メリッ
ト等について理解してもらうなど、新制度の周知活動を推進することにより、多くの者が新制
度に加入するよう努めることが必要である。
従って、本政策分野の目標として、新制度における加入者数を目標とした。

〔政策目標値の算出方法〕

新制度移行後の当面の加入者数については、
① 現行加入者２６万人のうち、６０歳以上の高齢者（１千人）及び長期に保険料を滞納し
特例脱退が見込まれる者（１万人）を除き、２４．７万人が新制度に移行し、

② 現行制度未加入者７万人のうち、政策支援対象者となり得る認定農業者等４．３万人が
新規に加入する結果、
全体で２９万人が加入するものと見込んでいる。

（注）政策支援対象者の新規加入見込み者は、Ｈ１２．３現在の認定農業者等を基礎に算出し
た。
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政 策 手 段 シ ー ト

政 策 分 野 農業者年金 （１／１）

政策手段等 施 策 の 内 容 実績及びそれに対する所見
（目標、サブ指標との関連）

、農業者年金基金法 食料・農業・農村基本法の理念 新制度への円滑な移行を図るため
に即した、担い手の確保を目的 農業者年金基金、業務受託機関（農
とする政策年金制度（目標） 業委員会、ＪＡ系統）と一体となっ

［経営政策課］ て、現行加入者への働きかけなどを
内容とする特別対策を強力に推進し
た。

担い手確保農業者年 業務実施に必要な運営費及び業 農業協同組合及び農業委員会に対
金業務費補助金 務委託費（目標） する資格審査、保険料収納等業務と

して、農業協同組合等に対し1,411件
1,331,383 千円 422,693 千円を、農業委員会等に対（ ）

し3,223件291,488 千円を交付したほ
［経営政策課］ か、農林中央金庫に対し、資格・収

納関係に係る電子計算業務を委託す
るため、369,683千円の交付等を行っ
た。

特例付加年金助成費 意欲ある担い手に対する政策支 効率的かつ安定的な農業経営を担う
補助金 援（目標） べき意欲ある担い手に対して、国の

保険料助成（政策支援）を行った。
（3,602,100 千円）

年間予定特例付加年金助成対象者数
［経営政策課］ 人192,760

788,793 千円特例付加年金助成金


